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第１章 策定にあたって 

 

策定の経緯 

 

■豊中市の水道事業・下水道事業のこれまでの取り組み 

水道事業は、昭和 3 年（1928 年）に創設して以来、

拡張事業を重ねながら、市勢の発展や高度経済成長に

伴う水需要の増加に対応し、今日ではほぼ 100％の普

及率を達成しています。 

量的確保を概ね図ることができた昭和 50 年（1975

年）頃からは、老朽化した管路の取り替えや水圧不足

の解消といった施設整備事業を中心に、安全安定給水

の維持・向上を図りました。 

平成 16 年（2004 年）3 月には、「豊中市水道事業長期基本計画（計画目標年度：平成

32 年度（2020 年度））」を策定し、水質管理体制の強化をはじめ、老朽化した施設の更新

や地震に強い施設づくり、環境対策、経営体質の改善などの諸施策を推進しました。 

 

下水道事業は、浸水の防除、生活環境の改善を目標

に下水道の整備を図り、都市の健全な発展と公衆衛生

の向上に寄与するため、昭和 26 年（1951 年）に公共

下水道※事業の認可を受け、翌 27 年度（1952 年度）

から事業に着手しました。 

 今日では、水洗化についてはほぼ 100％に達しまし

た。また、この間、浸水対策、高度処理※の導入によ

る公共用水域の水質保全対策、さらには親水水路※の

新豊島川やスカイランドＨＡＲＡＤＡのせせらぎなどで、下水処理水を利用した水辺環境

づくりなどに取り組んできました。 

経営面については、効率性・安定性・透明性をさらに向上させるために、水道事業と同

じ地方公営企業法に基づく企業会計を平成 20 年（2008 年）4 月から導入しました。平成

26 年度（2014 年度）には、健全経営に向けた取り組みが評価され、優良地方公営企業総務

大臣表彰を受けています。 

 

 

 

 

下水道事業に関する 

写真・図・グラフ 

柴原浄水場 
（昭和39年度（1964年度）当時） 

庄内下水処理場 
（昭和48年度（1973年度）当時） 

 

水道事業に関する 

写真・図・グラフ 
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■組織統合と「とよなか水未来構想」の策定 

水道事業および下水道事業は、会計上は明確に区分されますが、ともに経済性、公共

性が求められる「公営企業※」であり、また「水」を基軸とした行政であることから、一

体的かつ総合的に事業を展開することにより、「持続可能な経営」、「お客さまサービスの

向上」、「水循環系※を基軸とした環境対策」、「危機管理体制の強化」が期待できます。こ

うしたことから、平成 20 年（2008 年）4 月 1 日に両事業の組織を統合し、新たに「豊中

市上下水道局」としてスタートしました。 

組織統合を機に、「第３次豊中市総合計画」の分野別計画として、概ね 21 世紀中頃を

見据え、両事業が連携し、より効率的・安定的な事業運営をめざすために、上下水道事業

の総合計画となる「とよなか水未来構想」を平成 21 年（2009 年）2 月に策定しました。

計画期間は、平成21年度（2009年度）から平成32年度（2020年度）までの12年間とし、

その将来像の実現に向けて取り組みを進めました。 

計画期間が長期にわたることから、3 年ごとに社会環境の変化や達成状況などを踏まえ

たフォローアップを実施しました。あわせて、各章のテーマ別に掲げた具体的施策を進め

るために「実行計画」を策定し、ローリング方式※により年度ごとに再編成して進行管理

を行い、時勢の変化を的確に捉えながら着実に実績を上げ、目標の達成をめざしてきまし

た。 

  

■第2次とよなか水未来構想策定の趣旨 

 豊中市では、昭和 44 年（1969 年）から総合計画に基づくまちづくりを進め、平成 13

年度（2001年度）からは目標年度を平成32年度（2020年度）とする「第３次豊中市総合

計画」のもと、まちの将来像の実現に向けて取り組んできました。この間、豊中市の人口

は昭和 62 年（1987 年）以降続いた減少傾向から平成 17 年（2005 年）に増加傾向に転じ

ましたが、少子高齢化や世帯人数の減少は進んでいます。また、ライフスタイルや個人の

価値観が多様化し、子育ち・子育て環境の充実、安全・安心な暮らしの確保、都市の活力

向上などの課題も顕在化してきています。さらに、周辺地域で鉄道や高速道路の整備など

が進み、人の流れも大きく変化しようとしています。こうした環境の変化に的確かつ柔軟

に対応したまちづくりを進めていくために、本市では、第３次豊中市総合計画の目標年度

を前倒しして、平成 29 年度（2017 年度）に「第４次豊中市総合計画」を策定しています。 

 一方、上下水道事業をめぐっては、近年、施設の老朽化に伴う更新投資の増大、水需要

の減少に伴う水道料金・下水道使用料収入の減少などから経営環境は厳しさを増していま

す。国は公営企業※に対し、中長期的な基本計画となる「経営戦略」を策定して、経営基

盤の強化と財政マネジメントの向上を実現するよう要請しています。 

そこで、「第４次豊中市総合計画」の策定に合わせ、また上下水道を取り巻く近年の状

況を踏まえて、今後とも健全な施設を適正に維持し続けるとともに、公営企業※としての

社会的責任を果たしながら、長期的な視点に立った事業運営を行っていくため、「とよな
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か水未来構想」の計画期間を前倒しして、平成 29 年度（2017 年度）に「第２次とよなか

水未来構想」を策定するものです。 

 

第２次とよなか水未来構想の位置づけや期間等 

 

■位置づけ 

 「第２次とよなか水未来構想」は、「とよなか水未来構想」

を継承する本市上下水道事業の総合計画として策定します。 

 また、「第４次豊中市総合計画」が示す“まちの将来像”「み

らい創造都市 とよなか ～明日がもっと楽しみなまち～」を

実現するための施策体系のうち、「活力ある快適なまちづくり」

に示された「上下水道の充実」を補完し具体化する分野別計画

として策定します。 

 策定にあたっては、厚生労働省が平成 25 年（2013 年）3 月

に策定した「新水道ビジョン」、国土交通省が平成26年（2014

年）7 月に策定した「新下水道ビジョン」との整合を図るとともに、総務省が策定を要請

する「経営戦略」の内容も盛り込みます。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「第２次とよなか水未来構想」と「とよなか水未来構想」の関係 

 上下水道はさまざまな社会資本の中でも最も重要な社会インフラであり、また設備投資

中心のサービス事業であることから、長期的な視点から安定的な事業運営が求められます。

こうした観点から、「第２次とよなか水未来構想」の基本理念やめざすべき将来像は、基

経営戦略（総務省） 

■経営基盤の強化 

・投資と財源の計画 

・効率化・経営健全化 

新水道ビジョン（厚生労働省） 

■水道の理想像 

・安全 

・強靭 

・持続 

新下水道ビジョン（国土交通

省） 

■持続的発展が可能な社会 

・循環型社会の構築 

・強靭な社会の構築 

・新たな価値創造 

・国際社会貢献 

人口ビジョン 

第２次とよなか水未来構想と関連計画 

第４次豊中市総合計画 

■みらい創造都市とよなか  

後期基本計画（令和5年度～令和9年度） 

前期基本計画（平成30年度～令和4年度） 
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本的に従前の「とよなか水未来構想」から引き継ぐものとします。 

 将来像の実現にあたっては、「とよなか水未来構想」で進めてきた取り組みの成果と課

題や、上下水道を取り巻く状況、経営シミュレーションを通じて示される課題などを踏ま

えたうえで、目標達成に向けて既存の事業を継続するとともに、既存事業の早期実現・拡

充、新たな事業の実施など、必要な見直しを行います。 

 

■計画期間 

 「第２次とよなか水未来構想」では、概ね 21 世紀中頃を見据えた将来像を示すととも

に、その将来像の実現に向け、「第４次豊中市総合計画」の計画目標年度に合わせ、平成

30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）までの10年間を計画期間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21 世紀中頃までの間には、現時点では予測ができないような外的・内的環境の変化、

技術革新や新たな知見による事業展開の可能性もあります。引き続き、時勢の変化を的確

に捉えて柔軟に対応しながら、公設公営※のサービス産業として、上下水道に求められる

機能や役割を維持、発展させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


